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１ はじめに 

盛岡市は，高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画において，令和３年度から５年度ま

での間に整備する介護施設等の整備数を定め，計画的に整備を進めることとしております。 

今回の募集は，この計画に基づき，次に掲げる介護施設等の設置及び運営を行う事業候補者を

募集するものです。 

 

２ 募集内容 

募集する施設は，次のとおりです。 

 
 

募集Ａ 

・ 募集施設等 特別養護老人ホーム 

・ 募 集 数 １施設 10床 

・ 整 備 区 分 既存施設に併設する短期入所生活介護からの転換 

・ 整備の条件 ユニット型施設にあってはユニット型，従来型施設にあっては従来型で

の転換であること。 

・ 開 設 時 期 令和３年度とする（必要に応じて，時期を調整することがある。）。 

・ 応 募 書 類 別紙Ａ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｂ 

・ 募集施設等 介護医療院 

・ 募 集 数 １施設 29床 

・ 整 備 区 分 新設（既存建物の活用を含む。） 

・ 開 設 時 期 令和３年度とする（必要に応じて，時期を調整することがある。）。 

・ 応 募 書 類 別紙Ｂ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｃ 

・ 募集施設等 認知症対応型共同生活介護 

・ 募 集 数 １施設（定員９人×２ユニット） 

・ 整 備 区 分 新設（既存建物の活用を含む。） 

・ 開 設 時 期 令和３年度とする（必要に応じて，時期を調整することがある。）。 

・ 応 募 書 類 別紙Ｃ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｄ 
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・ 募集施設等 小規模多機能型居宅介護 

・ 募 集 数 ３施設 

・ 整 備 区 分 新設（既存建物の活用を含む。） 

・ 開 設 時 期 令和３年度とする（必要に応じて，時期を調整することがある。）。 

・ 応 募 書 類 別紙Ｄ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｅ 

・ 募集施設等 看護小規模多機能型居宅介護 

・ 募 集 数 １施設 

・ 整 備 区 分 新設（既存建物の活用を含む。） 

・ 開 設 時 期 令和３年度とする（必要に応じて，時期を調整することがある。）。 

・ 応 募 書 類 別紙Ｅ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｆ 

・ 募集施設等 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・ 募 集 数 １施設 

・ 整 備 区 分 新設（既存建物の活用を含む。） 

・ 開 設 時 期 令和３年度とする（必要に応じて，時期を調整することがある。）。 

・ 応 募 書 類 別紙Ｆ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｇ 

・ 募集施設等 特定施設入居者生活介護 

・ 募 集 数 78床分 

・ 整 備 区 分 新設又は既存施設の別は，問わない。 

・ 開 設 時 期 令和３年度とする（必要に応じて，時期を調整することがある。）。 

・ 応 募 書 類 別紙Ｇ 応募書類一覧のとおり。 

・ 備 考 応募床数は，募集数の範囲内で任意とします。なお，応募状況により，

募集数に過不足が生じた場合は，床数を調整することがあります。 
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募集Ｈ 

・ 募集施設等 特別養護老人ホーム（既存建物の活用を含む。） 

・ 募 集 数 １施設 90床 

・ 整 備 区 分 新設 

・ 開 設 時 期 令和４年度から５年度 

・ 応 募 書 類 別紙Ｈ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｉ 

・ 募集施設等 特別養護老人ホーム 

・ 募 集 数 １施設 25床 

・ 整 備 区 分 既存施設の増床 

・ 整備の条件 ユニット型施設にあってはユニット型，従来型施設にあっては従来型で

の転換であること。 

・ 開 設 時 期 令和４年度から５年度 

・ 応 募 書 類 別紙Ｉ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｊ 

・ 募集施設等 特別養護老人ホーム 

・ 募 集 数 ２施設 10床 

・ 整 備 区 分 既存施設に併設する短期入所生活介護からの転換 

・ 整備の条件 ユニット型施設にあってはユニット型，従来型施設にあっては従来型で

の転換であること。 

・ 開 設 時 期 令和４年度から５年度 

・ 応 募 書 類 別紙Ｊ 応募書類一覧のとおり。 

   
 

 

募集Ｋ 

・ 募集施設等 地域密着型特別養護老人ホーム 

・ 募 集 数 ２施設 58床（１施設の定員は，29人とする。） 

・ 整 備 区 分 新設（既存建物の活用を含む。） 

・ 開 設 時 期 令和４年度から５年度 

・ 応 募 書 類 別紙Ｋ 応募書類一覧のとおり。 
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３ 応募の要件 

(1) 別表１に掲げる法令等に定める者。ただし，社会福祉法人については，設立予定法人を含む。 

(2) 介護保険法（平成９年法律第 123号）に定める指定の取消等の処分を受けたことがない者 

(3) 盛岡市に納めるべき法人市民税，固定資産税，軽自動車税に滞納がない者 

(4) 平成28年度以降に，盛岡市の競争入札参加資格者の指名停止措置を受けていない者 

(5) 会社更生法（平成14年法律第 154号）又は民事再生法（平成11年法律第 225号）による手続

をしていない者 

(6) 禁治産若しくは準禁治産の宣告，後見の登記又は破産宣告若しくは破産手続開始決定確定等

のいずれの通知も受けていない者（上記２（募集内容）における募集Ｅ（看護小規模多機能型

居宅介護）への応募で，病床を有する診療所を開設している者に限る。） 

(7) 役員（就任予定者を含む。）等が盛岡市暴力団排除条例（平成27年盛岡市条例第９号）に定

める暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者に該当しないこと。 

(8) 別表２に掲げる条例に定める基準等を満たす計画であること。 

(9) 上記２（募集内容）における募集ごとの開設時期までに，開設可能な計画であること。 

(10) 選定された場合，介護予防サービスの指定の申請を行うこと。 

 

４ 応募に当たっての留意事項 

(1) 介護施設等の設置及び運営事業者として選定された後に事業計画を変更し，又は上記２（募

集内容）における募集ごとの開設時期までに開設できない場合は，選定自体を取り消すことが

あります。ただし，やむを得ない事情があると市長が認めたときは，開設時期を変更すること

があります。 

(2) 新たに施設建設を行う場合の土地の選定に当たっては，市街化区域を優先して選定してくだ

さい。なお，市街化調整区域を事業予定地とするときは，市街化区域を選定しなかった理由を

明らかにし，開発許可等の見込みがあること等の要件を満たしていることが条件となります。 

(3) 土地又は建物に係る建築基準，消防設備等については，あらかじめ，法令等の要件を確認し，

担当部署との協議を事前に済ませた上で応募してください。協議を要する事項については，応

募書類の様式３「土地・建物に係る関係部署との協議状況調書」を参考とし，適切に行ってく

ださい。 

なお，本市において開発行為等を行う場合における相談窓口は，次のとおりです。所在地，

連絡先等は，盛岡市ホームページ「各課の業務案内及び電話番号（ページ番号：1011879）」

及び盛岡地区広域消防組合ホームページから確認することができます。 

ア 都市計画法関係      盛岡市都市整備部都市計画課 

イ 建築基準法関係      盛岡市都市整備部建築指導課 

ウ 道路関係         盛岡市建設部道路管理課等 

エ 農業振興地域・農地法関係 盛岡市農業委員会事務局等 

オ 文化財保護法関係     盛岡市教育委員会歴史文化課 

カ 消防関係         選定した圏域を所管する消防署 
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(4) 盛岡市の木材等の地元資源を可能な限り活用するよう計画してください。 

(5) 応募内容を確認するため，必要に応じ調査を行います。 

(6) 応募書類の作成に伴う費用は，全額応募者の負担とし，結果にかかわらず，書類は，返却し

ません。 

(7) 特別養護老人ホームの設置者にあっては「社会福祉法人等による生計困窮者に対する利用者

負担額軽減制度」に，積極的に取り組むようお願いします。 

(8) 応募書類の作成に当たっては，別添のＱ＆Ａも参考としてください。 

 

５ 応募の受付期間，方法等 

次により，随時受付を行います。なお，面接審査は，受付期間終了後の開催を予定するため，

応募があってから運営事業者としての採否の決定までに，数か月程度要する場合があります。面

接審査期日の時期の目安は，別添の「第８期計画に基づく介護施設の公募一覧」を参照してくだ

さい。 

(1) 応募の受付期間等 

ア 期間 令和３年６月１日（火）から令和３年７月16日（金）まで（土曜日，日曜日及び祝

日を除く。） 

イ 時間 応募書類を持参する場合は，午前10時から午後４時までとします。 

ウ その他 応募者又は事業候補者がない場合は，再度募集することがあります。 

(2) 応募方法等  

ア 応募に当たっては，上記２（募集内容）における募集ごとに行ってください。 

イ 応募書類の提出先は，盛岡市役所 本庁舎別館５階 保健福祉部 介護保険課 事業所指定係

（020-8530 盛岡市内丸12番２号）とします。 

ウ 応募書類の提出は，持参又は郵送によるものとし，郵送の場合は，応募の受付期間の末日

必着とします。 

 

６ 募集要項等に関する質問 

募集要項等の解釈に関する質問及び回答は，応募の受付と並行し，次により行います。 

(1) 質問の方法 

盛岡市ホームページ「介護施設などの設置及び運営候補事業者の募集【第１次募集分】（ペ

ージ番号1022833）」に設置した質問フォームに入力し，送信してください。なお，公募に関

する応募状況，審査状況等については，回答できません。また，電話，口頭又はメールによる

質問は，受け付けません。 

(2) 質問の受付期間等 

ア 期間 令和３年６月１日（火）から令和３年６月14日（月）まで 

イ 宛先 盛岡市役所保健福祉部介護保険課事業所指定係（質問フォームを使用） 

ウ その他 質問送付票を受付した際は，その旨通知します。土曜日，日曜日及び祝日を除き，

３日以内に通知が届かない場合は，電話等により確認してください。 
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(3) 回答の方法 回答は，令和３年６月21日（月）までに，盛岡市ホームページ上で公表します。 

７ 応募書類 

(1) 別紙ＡからＧまでの応募書類一覧のとおり提出してください。 

(2) 提出部数は，応募時に１部とし，内容を確認した後に写し５部の提出を求めます。 

(3) 応募書類は，すべてＡ４判に統一し，番号入りのインデックスを付けた仕切紙をはさみ，書

類番号ごとにフラットファイル又はパイプ式ファイルに綴じてください。なお，Ａ３判の図面

等は，Ａ４判折りにし，Ａ５判，Ｂ５判等の用紙は，Ａ４判用紙に貼付して綴じてください。 

(4) フラットファイル等の表紙及び背表紙に，法人名及び募集施設を記載してください。 

(5) 受付期間終了後の資料の追加提出，差替え等は，できません。ただし，市が必要と認める場

合は，追加書類を求めることがあります。 

 

８ 事業候補者の選定方法 

(1) 事業候補者の選定は，別に定める盛岡市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画に基

づく介護施設等の設置及び運営候補事業者選定要領に基づき，書類審査及び面接審査により行

います。 

(2) 面接審査は，受付終了後２か月以内に行うものとし，その実施に当たっては，応募者に対し，

面接審査の２週間前までに日程を通知します。 

(3) 審査結果によっては，募集数に満たない場合でも，事業候補者を選定しないことがあります。 

 

９ 結果の通知及び公表 

選定結果は，面接審査の終了後おおむね２週間程度で通知するとともに，盛岡市ホームページ

上で，事業候補者を公表します。 

 

10 設置に対する補助制度 

事業候補者に選定されることをもって，補助金の交付対象となることが保証されるものであり

ません。資金計画の策定に当たっては，補助金の不交付にも対応できるよう計画してください。

なお，補助制度の詳細が現段階において確定していませんが，参考として，令和２年度における

補助制度は，次のとおりとなっています。 

(1) 施設等整備費（施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費） 

募集 種別 単位 補助上限額 

(新設) 

補助上限額 

(空き家の活用) 

Ａ・Ｈ・

Ｉ・Ｊ 

特別養護老人ホーム 床 3,500千円×床数 － 

Ｂ 定員29人以下の介護医療

院 

施設 56,000千円 － 

Ｃ 認知症対応型共同生活介
護 

施設 33,600千円 8,910千円 

Ｄ 小規模多機能型居宅介護 施設 33,600千円 8,910千円 
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募集 種別 単位 補助上限額 

(新設) 

補助上限額 

(空き家の活用) 

Ｅ 看護小規模多機能型居宅

介護 

施設 33,600千円 8,910千円 

Ｆ 定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

施設 5,940千円 － 

Ｋ 地域密着型特別養護老人

ホーム 

床 4,480千円×床数 － 

 

(2) 開設準備経費（円滑な開所及び既存施設の増床の際に必要な備品購入費，需用費等） 

募集 種別 単位 補助上限額 

Ａ・Ｈ・

Ｉ・Ｊ・

Ｋ 

特別養護老人ホーム及び

地域密着型特別養護老人

ホーム 

床 839千円×床数 

Ｂ 介護医療院 床 839千円×床数 

Ｃ 認知症対応型共同生活介
護 

床 839千円×床数 

Ｄ 小規模多機能型居宅介護 宿泊定員 839千円×宿泊定員数 

Ｅ 看護小規模多機能型居宅

介護 

宿泊定員 839千円×宿泊定員数 

Ｆ 定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

施設 14,000千円 

Ｇ  特定施設入居者生活介護 床 839千円×床数 

 

11 禁止事項 

  次に掲げる行為等が認められた場合は，審査を行うことなく失格とします。なお，事業候補者

として選定された後であっても同様とします。 

(1) 審査の前に，審査員に対し，直接，間接を問わず連絡を求め，又は接触すること 

 (2) 応募書類に関し次に該当する場合 

ア 内容に重大な不備又は虚偽があったと認められる場合 

イ 資金の確保，計画予定地，設備の構造，人員配置，建築基準，消防設備その他の重要な事

項に問題が生じ，施設の開設が困難となった場合 

(3) その他市民の疑惑又は不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

 

 



- 10 - 

別表１ 

募集 
施設 

法人等種別 法令等 

Ａ 
・ 
Ｈ 
・ 
Ｉ 
・ 
Ｊ 
・ 
Ｋ 

社会福祉法人 

・ 老人福祉法（昭和38年法律第 133号） 
（施設の設置） 

第15条 略 
４ 社会福祉法人は，厚生労働省令の定めるところにより，都道府
県知事の認可を受けて，養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
を設置することができる。 

附 則 
（特別養護老人ホームの設置に係る特例） 

第６条の２ 医療法（昭和23年法律第 205号）第31条に規定する公
的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連
合会は，第15条第４項，第16条第３項及び第４項並びに次条の規
定（これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。）の
適用については，社会福祉法人とみなす。 

Ｂ 右のとおり。 

・ 厚生労働大臣の定める介護医療院を開設できる者（平成30年厚生
労働省告示第81号） 
１ 国 
２ 地方独立行政法人法（平成15年法律第 118号）第61条に規定
する移行型地方独立行政法人 

３ 日本赤十字社 
４ 健康保険組合及び健康保険組合連合会 
５ 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 
６ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地
方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 

７ 日本私立学校振興・共済事業団 
８ 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医療）農業
協同組合連合会 

９ 医療法（昭和23年法律第 205号）第７条第１項の許可を受け
て病院を開設している者（第１号から前号までに掲げるものを
除く。） 

10 厚生労働大臣が介護医療院の開設者として適当であると認定
した者（厚生労働大臣が認定した介護医療院を開設する場合に
限る。） 

 ※認定する開設者の範囲及び認定手続については，介護医療院
を開設できる者について（平成30年３月30日付け老発0330第14
号）を参照のこと。 

11 厚生労働大臣が別に定める者 
 ※厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者第11号の規
定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成30年厚生労働省告示
第 182号） 

 一 平成30年４月１日から平成36年３月31日までの間に介護医
療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成三十
年厚生労働省令第五号）附則第二条に規定する転換を行う病院
又は診療所の開設者（厚生労働大臣が定める介護医療院を開設
できる者第一号から第十号までに掲げる者を除く。） 

二 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に
介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基
準（平成十一年厚生省令第四十号）附則第十三条に規定する転
換を行って介護老人保健施設を開設した者（厚生労働大臣が定
める介護医療院を開設できる者第一号から第十号までに掲げる
者を除く。） 
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募集 
施設 

法人等種別 法令等 

Ｃ 
・ 
Ｄ 
・ 
Ｅ 
・ 
Ｆ 
・ 
Ｋ 

法人（Ｅにつ
いては，法人
又は病床を有
する診療所を
開設している
者） 

・ 盛岡市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関
する基準等を定める条例（平成24年盛岡市条例第62号） 
（指定地域密着型サービス事業者の要件） 

第３条 略 
２ 法第78条の２第４項第１号の条例で定める者は，法人又は病床
を有する診療所を開設している者（複合型サービス（介護保険法
施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。）第
17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係
る指定の申請を行う場合に限る。）とする。 

Ｇ 法人 

・ 盛岡市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する
基準等を定める条例（平成24年盛岡市条例第62号） 
（指定居宅サービス事業者の要件） 

第３条 法第70条第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。
略 

 

 

別表２ 

募集 

施設 
条例 

Ａ 

・ 

Ｈ 

・ 

Ｉ 

・ 

Ｊ 

・ 盛岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例（平成24年盛岡市

条例第60号） 

・ 盛岡市指定介護老人福祉施設の人員・設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成24年盛岡市条例第66号） 

Ｂ ・ 盛岡市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

（平成30年盛岡市条例第25号） 

Ｃ 

・ 

Ｄ 

・ 

Ｅ 

・ 

Ｆ 

・ 盛岡市指定地域密着型サービスの事業の人員・設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成24年12月25日条例第64号） 

 

Ｇ 

・ 盛岡市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例 

・ 各施設の類型に応じた基準，指導指針等 

 


